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文化庁長官官房著作権課気付 文化審議会著作権分科会御中  
「文化審議会著作権分科会報告書（案）」に関する意見 
    

文化審議会著作権分科会報告書（案）の文化審議会著作権分科会報告書（案）の文化審議会著作権分科会報告書（案）の文化審議会著作権分科会報告書（案）の    

「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止」の検証「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止」の検証「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止」の検証「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止」の検証    

平成１５年１２月３１日 

               コミックレンタル有志の会  幹事 浜井 識安  

                             幹事 赤田 和博 
はじめに 
 
 「コミックレンタル有志の会」（以下当会）は、現在全国各地で、コミックを中心と

した書籍･雑誌のレンタル業を営む５３店の小売業の団体です。 

 文化審議会著作権分科会報告書（案）への意見募集では当会は「書籍･雑誌等への貸

与権付与」に反対し、「関係者の合意が形成された事項」から削除することを求めてい

ます。当会は報告書（案）及び法制問題小委員会資料の検証を行ってきましたが、貸与

権連絡協議会からは必要データの提供を得られず、１２月２４日の募集期限には間に合

わなかったため、改めてここに詳細な検討結果を申し述べます。 

報告書（案）は以下に述べるように状況の把握や解釈が一面的、部分的で、その審議

は性急で誤ってものとなっています。貸与権付与は現在生業として行われているコミッ

クレンタルに致命的な打撃を与え廃業に導くものであり、ひいてはコミック読者を減少

させることで、コミック文化の衰退を招くものであります。われわれコミックレンタル

有志の会は強く反対し、消費者、小売業の意見を踏まえた慎重な再審議を求めます。 

 

「書籍・雑誌の貸与権」に関する報告書は次のように構成されている。 

問題の所在問題の所在問題の所在問題の所在に付いては  

ａ、国内の状況は大手レンタル業者に始めとする多くのレンタルブック店が参入

する予想である。  

ｂ、すばる書店の実験によると貸出禁止期間を設けなかったものの販売には影響

が出ている。 

ｃ、韓国ではレンタルブック店が中心で、コミック販売数の激減がある。 

検討の結果検討の結果検討の結果検討の結果は    

ｄ、旧来の貸本業者の貸本業者との協議が整ったから暫定措置の廃止が適当であ

る。 

ｅ、利用者とレンタル業者に配慮し、集中管理体制と、適切な使用料と禁止期間

の設定が不可欠である。 
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いずれも事実誤認や謝った解釈に基づく判断であり、「関係者の合意が形成された事

項」とすることは誤りである。また管理体制に付いては貸与権連絡協議会なるものが、

コミックの３ヶ月禁止、定価相当の使用料を上乗せした新品によるレンタル店へのコミ

ック供給を企図しているようであるが、不当である。以下個別に検証を行い、問題点を

指摘する。 

 

１、韓国の状況 
「韓国の状況」の報告書要旨は以下のようであるが、解釈を誤っている。 

韓国ではマンガは「買って読むもの」から「借りて読むもの」という意識が浸透し、

コミック販売数の８割は貸本店が購入している。消費者が直接購入するのは全販売数

の２割にすぎず、コミック販売数はピーク時の１～２割に激減した。韓国では貸与権

がなく、作家は貸与による利益を享受できず、「まんが貸与権」の導入が議論されてい

る。 

 

ａ， 韓国のコミック事情は健全なコミック文化の成長の初期段階である。 

日本におけるコミック文化は戦後一般化し、最初は収入の乏しい若年層によって受け

入れられた。当然安く読める貸し本屋がコミック流通の中心となった。昭和２７年頃か

ら「会員制」、「保証金なし」の近代的貸本屋が増加し、５年後の３２年頃には３万店

のピークを迎えている。当時の本は収入に比べ大変高いものだった。昭和３４年の少年

マンガ週刊誌の創刊を契機に販売市場が立ち上がり、賃金水準が徐々に上昇し、コミッ

ク読者が成人し収入が増加するに伴い、コミック文化が花開き、３０年代後半からは次

第に貸し本屋の減少が始まり、替わって販売市場が中心となり、今日にいたっている。

（資料①、②より） 

一方韓国の状況は「韓国では１９９５年頃から、日本の人気コミックが輸入されたこ

とも一因となり、コミックブームが到来した。その後､１９９７年頃までに、韓国で漫

画週刊誌が相次いで創刊され、定期購読者数を着実に伸ばしていき、韓国社会の中にも

漫画文化が定着した。」ということである。（資料④より） 

同時期の貸本店に付いては「１９９７年のＩＭＦ通貨危機以後の不況により、失業率

が高まり、低資金で開業できる貸本業者が多数開店した。1９９８年のピーク時には、

４７００万人の人口に対して２万店の貸本店があるといわれていたが、その後の淘汰に

よって、現在は８，０００店前後となった。」（資料③より）。また韓国の貸本店は３,

４坪の小型店が中心とのことで、戦後の日本の貸し本屋に酷似している。 

日本では近代的貸本業がピークを迎えるのに約５年かかっているが、韓国では９７年

の通貨危機の不況で約半分の３年程度でピークを向かえ、その５年後の２００３年には

実に４０％の８，０００店に減少している。日本に比べて劇的なコミック文化の立ち上

がりと、コミックの普及が行われたというべきである。貸本店がコミック流通の中心で

あり、販売市場の成長を待たずに短期間で貸本店舗数の激しい増減があれば、拡大期に
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は通常需要に加え開店用在庫も購入されるために、販売数の増減は店舗数の増減に輪を

かけたものになるはずである。但しその販売数の暦年推移は不明である。（８,２７法

制小委員会 資料３の｢韓国マンガ出版の現状に付いて｣に掲載された「韓国大手出版者

の1点当たりの平均販売部数」の暦年推移は発行点数増減に左右されるので販売市場の

データとしては不備がある。） 

資料④の筆者は「韓国ではコミックは「借りて読むもの」となった」「一度「借りて

読む」スタイルが定着すると、読者に再びコミックを購入するように働きかけることは

容易ではないのである。」と販売市場の行く末を悲観しているが、日本のコミック文化

の歴史を顧みない杞憂である。 

マンガ文化に最初に反応するのが、子供や学生であることを考えれば当初貸本が中心

になるのは当然であり、販売市場が立ち上がるにはあと数年間、読者層の成長を待たな

ければならない。韓国の貸し本中心のコミック流通市場は戦後日本のコミック文化の黎

明期と同様であり、健全で、かつ不況が作用した劇的なコミック文化の立ち上がりを示

している。 

ましてや日本でもコミックレンタル店が増え「韓国と同じ状況に陥ることは自明であ

る。」（資料④）として、貸与権の必要な根拠とすることは暴論そのものである。市場

が成熟して６０歳までのコミック読者をもち、新品販売、中古販売、マンガ喫茶などが

競争しあい、貸し本屋（レンタル含む）が２～３００店しかない日本においても、韓国

同様の貸し本の店舗数増加と販売の減少がおきると言うことは歴史認識の欠落した被

害妄想と言うべきである。 

日本の作家が韓国の状況を見て貸本を非難するのは、貸本によって成長した己（日本

のコミック文化）の出生に対して唾することと同様である。 

 

ｂ，販売価格が高いほどレンタルは普及する 

韓国ではコミックのレンタル料は３００から３８０ウォン、販売価格は５，０００ウ

ォンとのことなので、これを円換算し賃金水準から価格のイメージを作って見る。 

 ２００１年の月額賃金は韓国1,７２７,０００ウォン、日本は３０２，２００円です。

（資料⑤）通貨換算を１０対１にすると１７２千円と３０２千円になり、韓国の賃金水

準は日本の５７％です。賃金水準（５７％）を加味した韓国での販売価格は８７７円相

当となり、レンタル価格は５３円から６７円相当となる。日本での価格は販売が４１０

円、レンタル４０円から８０円ですから、レンタル価格は大差なく、販売価格は２．１

３倍となります。韓国でのコミック販売価格は日本の倍以上の価格実感の為、販売より

レンタルが中心になるといえる。この点でも本が高かった日本の昭和３０年代と似てい

る。 

 韓国でのこの問題の解決は賃金水準を上げるか、若年読者層の成長を待つか、販売価

格を下げるかしかないことになる。またレンタルと販売の価格競争の面では、日本にお

いてはレンタルが韓国ほどに販売市場を席巻することはありえない。販売とレンタルの
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価格水準の面からも日本で韓国のようにレンタル中心で販売市場が縮小すると言う見

解は間違ったものとなる。 

 

 

２、「著作者の経済的利益に対する影響」について 
「著作者の経済的利益に対する影響」の報告書要旨は次のようであるが影響評価が

部分的、恣意的で誤っている。 

雑誌協会がすばる書店で実験を行ったところ毎月２５,０００冊から、３０，０００

冊の貸出しがあり、売上は約２５０万円前後である。最新刊と前巻売上を比較したと

ころ、貸出禁止期間を設けなかったものは１３作品中１１作品が全国平均より低いと

いう結果が出ている。 

またレンタルコミックに関する意識調査では、レンタルコミックの潜在的なニーズ

や本の売上への影響がわかるデータが出ている。 

 

ａ，直接の新品販売の影響は軽微である 

すばる書店の実験に基づくレンタルの「新刊販売への影響」は著しく不備で、しかも

奇異である。通常新品販売への影響を計るにはタイトルごとの影響だけでなく販売全体

への影響を見るものである。レンタルは販売価格に比べ安いが、読む時間が限られ返却

が面倒である。とりわけ人気作品ほど貸出し中で読みたいときに読めないという欠点を

持つから販売が伸びることがありうる。また経営的には単純に貸出し中の欠品を減らそ

うとすればコストがかさみ収益の悪化に結びつきやすい。収益バランスの取れた段階で

の影響調査が必要である。さらに直接の販売数に加えレンタル仕入れ数を加えた「総販

売数」を検証しなければならないが、事項で検討する。 

正確に影響を測るには、最低でも「前巻対比」の元となった「前巻販売数」、と「新

刊販売数」のデータが必要である。当職は貸与権連絡協議会に元となったタイトルの販

売実数とコミック全体の販売データの開示を求めているが、２週間経過して、いまだ開

示されていない。不誠実である。 

 致し方ないので、検証としては不本意ではあるが、ある書店での掲載タイトルの販売

数を調べ指数化した「Ａ店販売指数」を「全国新刊売上指数」として推定し、売り場規

模からすばる書店のコミック全体売上を５００万円、１１，０００冊とし、「ＯＮＥ Ｐ

ＩＥＣＥ28巻」の前巻販売数を５００冊とするという２点の推定値を導入した。その後

リストタイトルそれぞれの実売数を推定し、合計数での販売数と比率差の算定を行った。

詳細は添付資料①となる。詳しい算定方法は添付資料①の下段に書いている。なお検証

にこれらの推定が必要なのは、貸与権連絡協議会が検証データを開示しないからである。

一国の法制度を変更するのにこのように不備なデータで行われるということは空恐ろ

しいことである。 

添付資料①「実験店における新刊への影響」の合計値のデータから言えることは、す
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ばる書店におけるリストタイトル合計の前巻対比は９９、５９％（①）となり、全国売

上の比率差は資料不備のｅ，ｐを除き▲２、２３％（②）となる。 

「直接の販売数」に与える影響は極めて「軽微」もしくは地域的な誤差の範囲内で「影

響は認められない」と言うべきである。 

なおこれらのタイトルはレンタル開始直後２ヶ月間の発売のものだけであり。月レン

タル売上が２７０万円の時である。同店の売上は１０月で1８２万円と３３％下げてい

る。当然レンタル仕入も３３％減少し影響も変動していることが予想される。７月発売

以降のデータも、仕入金額の推移とともに開示されることが必要である。 

 

ｂ、レンタルは総販売数にもプラス貢献する。 

加えて、レンタルの販売数に与える影響を正確をはかるには、レンタル仕入れ冊数を

「直接の販売数」に加えた「総販売数」で検証することが必要である。８．２７法制問

題小委員会資料３にはタイトルごとのレンタル仕入数が掲載されていて、特殊事情のｅ，

ｐを除きレンタル用仕入数合計は２３０冊となっている。実験店における推定の新刊販

売数は２、４９1冊であるから、レンタル仕入を含めた「総販売数」は２、７２１冊と

なる。前巻販売数は２，５５０冊であるから実験店における前巻対比は１０６．７1％

となる。また全国平均９７．８３％との差はプラス８．８８％となる。レンタルを始め

たことで「総販売数」が６％から９％伸びたと推定される。 

生活の場面でのコミック利用の増加がコミックの話題を増やし、販売にも潜在購買層

を増やし、レンタル用仕入れの増加と相乗し、総販売数にも好影響を与えたと思われる。

レンタルによる「総販売数」の増加分は印税として作家に還元され、作家の利益も増大

したことを意味する。とかく作家はレンタルにより何の還元受けていないといわれるが、

事実に反する。 

報告書（案）のように「１３作品中１１作品が全国平均より低いという結果がでてい

る」ということは誤った報告となり、「レンタルによる販売への影響はプラス貢献し、

レンタル市場の創出は作家の経済的利益にも合致する」と総括すべきである。 

 

これを国民経済の面から見ると、最低売上の１０月においても２２，７９５冊が貸し

出され,１８２万円の利用者の支出が行われている。レンタル利用高＋販売の顧客の支

出総額から見ると３４％、１７２万円の増加である。利用総冊数では３倍になっている。

少子化、携帯との競合で他の業種が１０数％の落ち込みで苦しむ中、全国コミック販売

数がここ２，３年はおおむね横ばいで推移しているのは、コミックにおいてはマンガ喫

茶、新古書店、コミックレンタルなど多様な利用機会が提供され、読者層が形成されつ

づけていることと関係すると推察される。レンタルの規制は作家自身の経済的な利益に

も反することとなる。 
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３、国内の状況について 
「国内の状況」に付いての報告書要旨は次のようであるが、コミックレンタルは韓国の

ようにコミック流通の中心となることはありえない。 

国内の状況は２００から２５０店の「レンタルブック店」があり、レンタル最大手

の「ゲオ」、「ＣＣＣ」が参入予定であり、今後多くの事業者がレンタルブックビジネ

スに進出する可能性がある。 

 

ａ，経営的な側面から 

  現在２００から２５０店といわれているレンタルコミック店はビデオレンタル併

設型がほとんどである。売上は７０万から２５０万、売り場は１５から４５坪、原価率

は２０から４０％くらいで営業されている。総じてコミックレンタル店は収益性が悪く

単独店としては成立していない。主に大型店に対する中型店（８０から１５０坪程度）

の集客対策として導入されているため、中小のビデオレンタル店がほとんどである。な

お大手チェーンには同じ集客効果をねらうものとして大型の新品書籍販売への志向性

を強めているところもある。 

 添付資料②「現状の収益」の「Ａ，標準店」は、ある中小の会社のビデオ併設店の平

均的なコミックレンタル部門の収益であり、それを「標準店」とする。単独店とはなり

得ないので、人件費、物件費などは概算である。 

 ビデオレンタルと比べると原価率は約半分の２０%である為に税引き前当期利益は３

４万円を計上しているが、キャッシュフローは３万円にしかならない。初期投下資本の

１，４１０万円の返済が限度で、収益を元にした新規出店は不可能である。コミック単

独店では経営できない。また小規模会社なら、オーナーが人件費を無視して生業として

行うレベルである。もしくは収益部門（大方はビデオレンタル部門）の補完として集客

力強化の為に併設されている。 

 同様の試算をすばる書店の１０月売上を元に試算してみたのが「Ｂ、すばる書店試算」

である。同じく税引き前利益は計上しているが、元金返済を含めたキャッシュフローは

５万円であり、投資効率のよい部門とはいえない。８月からの売上低下傾向を加味すれ

ば売上と利益はもっと下がっていくと思われる。 

  

ｂ、価格論として 

レンタルは返しに行くのが面倒なものであり、購入との価格差が大きくないとなかな

か市場拡大しない。コミックレンタルは図書館、中古書店の１００から３００円、新品

書店の４１０円と競合するためレンタル価格は４０円から８０円程度で低く抑えられ

ることになる。レンタルにとって１００円を切る価格は、新聞に「ビデオ１００円戦争」

と書かれるように不採算価格の象徴である。コミックレンタルはレンタルであることで、

貸出し管理、返却処理とも店内でかかる手間はビデオとまったく一緒であり、４０～８

０円で採算を取ることはとても大変となる。このことがそれほど店舗数の増加が見込め
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ない理由のひとつである。 
「旧来の貸本店」の減少や古書店との兼業が進むのはいわれないことではなく、貸与

という面ではおかれている環境はまったく同じである。｢レンタル業｣としての多少の経

営合理化の余地はあっても大きく収益構造を変えることはできない。韓国の８０００店

を比較対象にして「今後多くの事業者がレンタルブックビジネスに進出する可能性があ

る。」というのならばその具体的な根拠の明示が必要であるが何も示されていない。単

なる夢想を基に法改正が企図されている。 

それでもなお拡大すると見なすならば、貸与権連絡協議会に集う書店や出版社、作家

が自由に市場参入すればよいことである。直接経営しなくとも資本参加でも可能である。 

 

４、関係者間の合意形成について 
報告書（案）「検討結果」は次のような要旨であるが、事実に反し関係者間の合意形

成は行われていない。 

新たなレンタルブックの出現により「書籍･雑誌の貸与」に係る暫定措置が儲けられ

た昭和５９年とは大きく環境が変化し、貸与による著作権者への経済的な影響は大き

くなっている。旧来の貸本業者の「全国貸本組合連合会」と著作権者との協議が整っ

た状況を鑑みれば、暫定措置の廃止が適当である。但し、レンタルブックへの消費者

ニーズに答えレンタルブック店が円滑に事業を行えるよう集中管理体制を整備し、適

切な使用料及び禁止期間を設定することが不可欠である。 

 

ａ，旧来の貸本業者からの意見書 

 「著作権者との協議が整った」とされる「全国貸本組合連合会」は１２月２４日付け

で「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止については、“関係者間の合意が形

成された事項”とはいまだいえず、協議を続行中であり、さらに検討を重ねるように求

めます。」という意見書を著作権課宛てに送付しているとのことである。（添付資料④） 

 同意見書の中では、取りざたされている「一定期間の貸出し禁止や高額の使用料には

絶対反対です。」と書かれ、ビデオレンタル併設型コミックレンタル店を代表する「コ

ミックレンタル有志の会の提言にも是非耳を傾けていただきたい」と求めている。 

末尾には「貸本業は商業出版の成立とほぼ時を同じくして誕生し,新刊販売、古書販

売と共に読者の選択に任されてきたものであり,その消長はその時々の出版事情により

起伏を重ねてきたものであります。」と歴史の重みを持って、短兵急な貸与権審議を戒

めている。 

 

ｂ、その他のレンタル業者との協議 

 現在貸本業はビデオレンタル併設型のコミックを中心としたレンタルとして２００

余店で行われている。当コミックレンタル有志の会はそのうち５３店を組織し、１０月

３０日に法制問題小委員会、コンテンツ専門調査会を含む、関係部所に「書籍雑誌等へ
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の貸与権付与に反対します。」という意見書を送付している。（添付資料⑤） １２月

１９日と２４日にも著作権審議会宛に同趣旨の意見書を送っている。 

しかるに法制問題小委員会の議事録を見るに当会の貸与権への反対意見書は報告も,

審議も行われていないようである。貸与権付与に反対する当会と貸与権連絡協議会の協

議はこれから始まろうとしている。 

報告書には「関係者間協議の結論を得て」と記載されていますが、既存のレンタル業

者である当会は「関係者」として認められないのか。強い憤りと共に抗議する。 

 

ｃ、大手のレンタル業者の参入予定 

 当職の知る限りでは「大手レンタル業者」といわれているブックオフは1店、ＣＣＣ

が２店（TUTAYAと記入あるホイッスル）、計わずか３店に過ぎず、コミックレンタル業

を営む大半はわれわれ中小のレンタル業者であります。また聞き及ぶところではブック

オフ、ＣＣＣにはコミックレンタルの出店計画はなく、ゲオも１店営業していたが、現

在閉鎖中で、むしろ大型の新品書店の展開に強い関心を持っているようである。 

 上記「３、国内の状況」で触れたように、コミックレンタルは収益性が低く「大手レ

ンタル業者」が、空きスペースの活用などの特殊事情を除き、標準的な収益部門として

積極的に展開する可能性は乏しい業態であり、自由にレンタルできる現在でも展開して

いないのに、より収益状況が悪化する貸与権付与後に積極展開することは常識的には考

えられない。 

 

５、管理事業スキームの問題点 
 管理事業スキームについては報告書（案）次のように消費者とレンタル業者への配慮

も書いているが守られていない。 

暫定措置の廃止が適当である。但し、レンタルブックへの消費者ニーズに答えレン

タルブック店が円滑に事業を行えるよう集中管理体制を整備し、適切な使用料及び禁

止期間を設定することが不可欠である。 

 

ａ、消費者、レンタル業者の代表の不在 

 書籍・雑誌の貸与権は主に法制問題小委員会で審議されているようだが、同委員会に

は消費者代表、レンタル業者代表は出ていないし、当会は反対意見表明を行い、日本弁

護士連合会も慎重審議を求めているのに、ただただ貸与権連絡協議会の報告を鵜呑みに

して法制化の手続きを急いで進めているようである。議事録を見ても実質的なレンタル

の功罪に関する審議の行われた形跡は見当たらない。かように審議を急ぐ現実的な理由

は皆無であり異常である。 

 

ｂ、管理事業スキームはレンタル潰しになることが必至 

書籍・雑誌に貸与権がなくレンタルが自由に営業できる現在でも「旧来の貸本業者」
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と中小のレンタル業者によって３００店前後で細々と行われているにすぎない。人口４

０万人に１店の割合だから、大半の消費者は「貸本店」や「コミックレンタル店」の存

在すら知らない。禁止や,使用料負担が実施されれば、経営的に耐えることができない

ので相当数のレンタルからの撤退が発生すると思わる。 

取りざたされている貸与権連絡協議会の貸与条件、禁止期間３ヶ月、使用料は定価で

新品のみの仕入れの条件で前述の標準店とすばる書店の収益をシミュレーションした

のが添付資料③「貸与権付与後の収益」の「Ａ、標準店」である。 

標準店では禁止期間３ヶ月で売上は１０から２０％減少すると思われる。仮に１０％

の落ち込みとして試算する。また使用料は定価での新品購入のみでの仕入れなので、通

常仕入れは２倍になり原価率は倍の４０％となる。初期仕入れコストは約＠４６０円×

２×3万冊＝２，７６０万円、総投資額は３，２７０万円となり、月あたり金利は約４

万円、月次元金返済は５４万円にはね上がり、税引き前当期利益は２万円の赤字となる。

キャッシュフローも毎月５１万円の減少になり、元金返済も不可能になる。多くのコミ

ックレンタル店が「貸与権がついたらコミックレンタルは止める」と話しているが無理

もない数値である。 

 同様の試算をすばる書店で行ったのが、同資料の「Ｂ」である。すばる書店でも税引

前利益は９万円、キャッシュフローはマイナス３２万である。同書店はコミックレンタ

ル店開始時をピークに売上は低下傾向があり、なおかつ１１月の売上では売り場坪当た

り粗利益が３万となっている。通常レンタル部門は６～７万円の粗利益が必要であり、

すばる書店の４６坪は早晩２０坪に縮小する数値である。そうなるとおそらく「標準店」

のように売上は１２０～１５０万程度で推移すると思われる。使用料を加味した時同じ

く赤字で，初期投資が回収されないため、店舗数を増やすことはおろか初期投資回収す

ら困難となる。貸与権付与がレンタル潰しとなることは必至である。 

 

ｃ、管理事情スキームの独占禁止法上の問題点 

 当会は貸与権連絡協議会からの協議要請を受け、文化庁に対し管理事業スキームの法

的な保証を問い合わせたところ、「附則４条２項の廃止だけです。」との回答なので、

当事者として下記の点に付いて公正取引委員会に対し問い合わせているがいまだ回答

を得ていない。その旨は１２月２４日付けコミックレンタル有志の会意見書でも報告し

ている。 

  書籍･雑誌の運用システムの独禁法上の問題点 

１、作家団体のカルテルの疑い 

レコードの場合26条３の貸与権をもつものは作曲家と実演家であり､それぞれジ

ャスラックと日本実演家協会が全面許諾を前提に報酬請求を代行しています。数万

人いるために個々の任意の禁止期間の意向を反映することが無理であるせいかと思

います。そのため禁止権を行使していません。邦楽３週間禁止は97条３の著作隣接

権者である24社のレコードメーカーにより行使されています。この場合もカルテル
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となる為レコード協会は禁止権を代行できず、個々のレコードメーカーがＣＤＶＪ

と許諾契約を結んでいます。 

本の貸与権は個々の作家に付与されます。レコード会社と異なり、著作隣接権が

ありません。例えば,作家団体が、禁止6ヶ月、定価の使用料と決めたとします。 

この効力は団体に未加盟の作家には及ばず、非許諾の増加が懸念されます。 

また加盟作家に対しても禁止を設定するとカルテルの疑惑が発生します。加盟作

家との関係ではジャスラックのように全面許諾を条件に報酬徴収のみを行うしかで

きないように思います。 

２、優越的地位の濫用の疑い 

仮に出版社が出版契約時に貸与許諾契約を条件つけたら、優越的地位の濫用にな

らないだろうか 

３、差別的な取引の疑い 

同協議会は旧来の「貸本業者を貸与権から適応除外する」と言ってます。基準と

しては「1万冊以下」かつ「2000年より前の開業」を考えているようです。 

そうするとレンタル店には新刊6ヶ月がない、となりの貸本店には使用料なしで貸

し出されるという事態が発生します。これは「差別的取引」そのものではないでし

ょうか。「法の下の平等にも反する」ということも聞いています。  

４、談合の疑い 

当初コミック作家の会は報酬請求のみ要求していたようですが、貸与権連絡協議

会になってから禁止権行使を決めたように記憶しています。同協議会は作家団体に

加え、出版団体、取次店団体、書店組合まで参加しています。権利者だけでなくレ

ンタルに反する利害を持った団体が集まって禁止の制定を決めたとすれば、談合の

疑いが出てきます。 

 

独禁法上の問題をクリアしておかないと、貸与権連絡協議会はもとより、協議に参加

した大手レンタル店、旧来の貸本屋や、当会も違法行為となり罰則を適応される可能性

がある。 

 

ｄ、仮に貸与権付与を行うとしても禁止を防ぐ法的措置が必要 

附則４条の２項の廃止で適用される貸与権は、個々の作家による禁止権と報酬請求権

で構成される、レンタルを生殺与奪する極めて強力な権利である。個々の作家が自著の

貸与許諾を意思表示しないとレンタルは違法となる。「貸与権連絡協議会」、及び「21

世紀の著作権を考えるコミック作家の会」が、多数いる作家の権利行使の委託を受ける

ことができるのか、はなはだ疑問であり、作家の気まぐれでレンタル禁止が行われる可

能性が高い。当然「旧来の貸本業者に対して権利行使を行わない旨の特例措置」も個々

の作家から権利行使の委託をうけることが前提であり、独禁法との関係でも有効性には

なはだ疑問が残る。仮に書籍･雑誌に貸与権を付与するにしてもその権利は報酬請求に
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とどめるべきです。 

貸与権を報酬請求権に限定するには附則４条の２項の廃止だけでは不充分であり、特

別な規定が必要となる。さもないと作家の気まぐれでレンタル禁止が行われ、レンタル

業自体がなくなる可能性がある。具体的には「報酬請求権のみに限定する」、「報酬請求

権は管理団体を通じてのみ行使できる」など禁止権を排除した法的な措置が必要となる。 

 

６、検証のまとめ 

 以上見てきたように、問題の所在問題の所在問題の所在問題の所在のうち 

・「韓国の状況」把握はコミック文化の成長初期の現象を、成熟した日本に単純に当て

はめた歴史認識の欠落した解釈の誤りである。 

・「著作者の経済的利益に対する影響」はすばる書店の実験報告を根拠とするが、新刊

販売への部分的な影響を誇張した誤りで、「レンタルによる販売への影響は総販売数の

プラスに作用し、レンタル市場の創出は作家の経済的利益にも合致する」と推定される。 

・「国内の状況」については急速なレンタルコミック店の増加を想定しているが、経営

的にも価格論としても根拠のない空騒ぎである。 

検討結果検討結果検討結果検討結果のうち 

・「関係者との協議が整った」の関係者たる「全国貸本組合連合会」は慎重な検討を求

めている。レンタル業者である当会は明確な反対の意思表明を続けている。 

・「貸与にかかわる管理事業スキーム」はレンタルつぶしとして働くことは明らかであ

り、独占禁止法違反の懸念もある。 

 

総じて報告書（案）の「関係者の合意が形成された事項」に「「書籍・雑誌等の貸与」総じて報告書（案）の「関係者の合意が形成された事項」に「「書籍・雑誌等の貸与」総じて報告書（案）の「関係者の合意が形成された事項」に「「書籍・雑誌等の貸与」総じて報告書（案）の「関係者の合意が形成された事項」に「「書籍・雑誌等の貸与」

に係る暫定措置の廃止」を掲載することは極めて不当であり、当会は削除を要求し、審に係る暫定措置の廃止」を掲載することは極めて不当であり、当会は削除を要求し、審に係る暫定措置の廃止」を掲載することは極めて不当であり、当会は削除を要求し、審に係る暫定措置の廃止」を掲載することは極めて不当であり、当会は削除を要求し、審

議の継続を求める。議の継続を求める。議の継続を求める。議の継続を求める。    

    

７、その他の問題点 
 その他の「「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止」に係る問題点は再三に渡

り当会は指摘している。うち１０月３０日付け意見書を添付資料⑤として添付している

ので、ご覧いただきたい。なお知る限りでは公貸権を除き、書籍･雑誌に禁止権を伴う

貸与権を付与して貸本業が許可制となっている国は無いようである。古書業、貸本業が

出版文化を支えてきた歴史から見れば当然のことである。 

 １０月３０日に日本弁護士連合会は意見書の中で「「書籍に関する貸与権」の創設」

に関して下記の見解を表明している。当会も同調するものであり、全文引用で結びに変

えたい。 
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「慎重な検討を要する項目 
（１）「ア）書籍に関する貸与権」の創設 
１９９６年WIPO著作権条約においても，貸与権が付与される著作物は，プ

ログラム，映画，レコードに限られている。また，例えばアメリカ著作権法で

も，商業的貸与（”権” 一字加筆）が認められているのは，録音物とプログラム
（ゲームソフトを除く）だけである（１０６条（３），１０９条）。日本法にお

いて，書籍に関し貸与権が及ばないとすることは特異なことではない。 
コミックレンタルは，ＣＤやビデオのレンタルとは異なり，無断複製の問題

は発生していない。また，レンタルは返しに行くのが面倒であり，購入との価

格差が大きくないとなかなか市場拡大しない。また，主要客層は若年層であっ

て可処分所得が少なく，レンタルを禁止しても直ちに購入に移行するとは考え

にくく，そのような層から多種多様な作品に触れる機会を奪うことの弊害が大

きいとも言える。さらに，新規レンタル業者は，経営を合理化しただけであっ

て営業形態として従来の貸本屋と原理的に異なることをしているわけではない。 
 上記観測も踏まえ，実態調査をした上，適切な報酬請求にとどめるといった

解決も含め，その功罪を慎重に検討すべきである。」 
（注、日弁連意見書の引用文中“商業貸与”は一般には逆の意味にとられかね

ないため“商業的貸与権”と赤田が一時加筆した） 
                                   以上 

  

            コミックレンタル有志の会  幹事 浜井識安 
                株式会社ビデオシティー 代表取締役  

                  石川県金沢市間明１丁目―２３３        

              Tel: 076-291-8211 Fax:  076-291-8222 

 

                           幹事 赤田和博 

株式会社レプトン 取締役 

広島市佐伯区五日市中央１丁目３－３６ 

Tel: 082-921-5144 Fax:  082-921-6130 

                         Email DZZ05065@nifty.ne.jp 

 

資料①８,２７法制問題小委員会 資料３添付資料「貸本組合の現状」 
資料②「貸本文化第１９号」２００１年９月１０日発行 貸本文化研究会刊（東京都杉

並区高円寺北2-24-15大竹文庫内）の「「神奈川古書ニュース」貸本記事抄録」 

資料③８,２７法制問題小委員会 資料３添付資料｢韓国マンガ出版の現状に付いて｣ 

21世紀のコミック作家の著作権を考える会 
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資料④新文化2003年10月２日号「韓国のコミック貸出事情」柴田未来著（「21世紀のコ

ミック作家の著作権を考える会」の顧問弁護士） 

資料⑤「国際労働経済統計年鑑 2001 年版」２００３年２月２６日発行  

（財）日本ＩＬＯ協会刊  

添付資料①「実験店における新刊への影響」 

添付資料②「コミックレンタル部門 現状の収益」 

添付資料③「コミックレンタル部門 貸与権付与後の収益」 

添付資料④「全国貸本組合連合会」意見書 ２００３年１２月２４日付け 

添付資料④「コミックレンタル有志の会」意見書 ２００３年１０月３０日付け 

 

 


